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小郡市立御原小学校 学校だより 令和６年度 第１５号 令和６年１０月１５日

御原小学校だより 児童数 ２５６名
＜御原小学校の教育目標＞ 「志をいだき，人とつながり，未来を拓く子どもの育成」

【合言葉】「つながって、笑顔いっぱい！」 文責：中村 敬子

○今日から後期スタート！
10月10日(木)に、前期の終業式をZOOM配信で行いました。そこでは、前期を振り

返り、「挨拶・履き物・チャイム席・掃除」といった当たり前のことができているか、子ども
たちに問いかけ、5月に実施した「学級力」アンケートを基に頑張っているところや気を
つけてほしいところについて話しました。４日間と短い秋休みでしたが、今日の後期始
業式では、子どもたちに次の3つを意識して学校生活を送るように話しました。

○ 地域の方や友だちより先に元気な挨拶をしましょう。
○ １ヶ月 10冊読書
○ めあてを立てて、挑戦しよう。

１０月は､「いじめ」撲滅強調月間です
１０月は、小郡市いじめ撲滅強調月間です。小郡市では、いじめ防止対策推進条例が制定さ

れています。いじめをしない！させない！ゆるさない！子どもを育てましょう。学校・家庭・
地域が力をあわせていじめ問題を解決しましょう。

【いじめを早期発見・早期解消し、豊かな心を育むための３つの提案】
１ 家庭で子どもが学校のことを話せるような関係を築きましょう。
子どもの気持ちを尊重し、子どもが望むこと、保護者ができることをいっしょに考えましょう。
子どもの気持ちに寄り添い、子どもを絶対に守るという姿勢が大切です。

２ いじめの定義を理解し、子どもを丁寧に見つめましょう。
「いじめ防止対策推進法」では、「行為を受けた子どもが心身の苦痛を感じていたら、その行為
は『いじめ』である」と定められています。同じ出来事や言葉でも、子どもたちの感じ方は様々
です。

３ インターネット上の人権課題について考えましょう。
「使い方」や「ルール」については、子どもと一緒に話し合って決めましょう。ルールが守られ
ているか確かめましょう。子どもの成長に合わせてルールを見直しましょう。家族みんなで話し
合うことが大切です。

【１１月の学校行事予定】

11月 1日(金) 放送集会、委員会活動
11月 3日(日) 文化の日
11月 4日(月) 振替休日
11月 5日(火) 教育相談週間(～ 15日）１・２年タブレット学習
11月 6日(水) ３年校外学習(警察署・消防署）
11月 7日(木) ４時間授業(午後から教職員研修のため）１３：１０下校
11月 8日(金) 芸術鑑賞会（３・４校時）
11月 9日(土) 土曜授業(人権フェスタ）
11月 11日(月) 火災避難訓練
11月 12日(火) ３・４年タブレット学習
11月 14日(木) ４時間授業 (午後から教職員研修のため）１３：１０下校
11月 18日(月) クラブ活動
11月 19日(火) ６年英検 SGテスト 代表委員会
11月 22日(金) ４年人権紙芝居（３校時）
11月 23日(土) 勤労感謝の日
11月 28日(木) みはらっ子集会 学級分会

(年度初めの予定から変更になっています。）

※１１月分の校納金の引き落としは、１１月５日・２９日です。


